
雇用・労働問題対策本部青年委員会提言

「若者が生き生きと働ける社会の実現に向けて」概要

背景

少子化に伴い若者が減少していく中で、社会の重要な担い手である若

者の育成・活躍なしに我が国の社会・経済の発展は望めない。

若者が働きやすい社会を作ることを契機とし、全ての人々が日々の

生活の場で経済成長を実感することができるようにするため、公明党

雇用・労働問題対策本部、青年委員会は議論を重ね、今般提言をまと

めた。

提言内容のボイント

1.「若者の雇用の促進に関する法律」(仮称)の制定

・若者を取り巻く関係者(家庭、地域、学校、企業、行政機関、民間団体等)の責

務の明確化等

2.若者が納得感のあるキャリア選択を実現するための支援

・若者の企業選択に資する清報開示の強化等

3.新卒者等が社会の入口で迷わないようにするための支援

・新卒応援ハローワークにおける支援体制の強化、中退者、未就職卒業者の

就職支援等

4.フリーター・ニート等や不本意非正規から安定した雇用ヘの移行支援

・わかものハローワーク等での支援体制の強化、地域若者サポートステーション事業

の抜本的強化等

5.若者が結婚し子育てしやすくなる職場づくりに向けた支援

・長時間労働の縮減、職場環境の改善等

6.若者の「使い捨て」が疑われる企業等ヘの対応

・監督指導体制の充実強化、労働関係法令等に関する学生の理解促進等

フ.若者が能力を高め将来を担うための支援

・ジョブ・カードの活用、若年技能者の育成、多様な訓練機会の拡充等
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若者が生き生きと働ける社会の実現に向けて

いつの時代も若者は社会の重要な担い手であり、社会の活力の源である。

その若者の数は今後減っていく。ますます貴重な存在となる若者の育成・活躍なし

に、将来の我が国の社会・経済の発展はないと考える。景気の落ち込みを脱しつつ

ある今こそ、若者の育成・活躍を促す取組を進める好機である。また、若者が生き生

きと働ける社会を実現することは、今後の少子化に歯止めをかけることにもつなが

る。

こうした基本的考え方に立ち、公明党雇用・労働問題対策本部、青年委員会では

議論を重ねてきナこ。

これからの日本を支える若者が働きゃすい社会を作ることを契機とし、すべての

人々が日々の生活の場で経済成長を実感することができるようにするため、以下の

対策の推進を提案する。

平成26年5月7日

公明党雇用・労働問題対策本部

年委員会

1「若者の雇用の促進に関する法律」(仮称)の制定

若者が生き生きと働ける社会の実現のためには、家庭、地域、学校、企業、

国や地方自治体等の行政機関、そして民間支援団体等の若者を取り巻く多くの

関係者が、「社会全体で若者を守り育てていく」という共通の認識を持ち、そ

の実現に向けた取組を総合的かっ体系的に推進していくことが、何よりも重要
であるため、法的整備を含め若者雇用対策の基本となる枠組みを検討すべきで

ある。

2 若者が納得感のあるキャリア選択を実現するための支援

これからの企業は、日本の成長を支える若者が意欲を持って力強く活躍でき

るよう、働きがいがあり、魅力的な会社であるかどぅかが問われている。その

ため、規模の大小を問わず、魅力が伝わる情報を伝えることができる環境を整

えることが急務であり、そのことが、ひいては若者本人が納得感の高い就職を

実現できるようになる。

また、若者の創業・起業という形でのキャリア形成も考えられるところであ

リ、雇用という形にとらわれず、ニーズに応じて的確な支援策を若者に提供し
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ていくことが必要である。

(1)若者の企業選択に資する情報開示の強化

若者と優良な中小・小規模企業等とのマッチングを進めるため、若者の採
用.離職状況等、企業選択に当たって重要な情報を開示する企業を増やすべ
きである。

このため、「若者応援企業宣言」事業を引き続き積極的に実施するとともに、

若者の就労状況に関して一定の基準を満たす中小企業を認定する制度として
拡充し、認定企業ヘの支援措置を新設すべきである。また、大企業を含めて、
企業が若者を募集する際には、採用・離職状況、ワーク・ライフ'バランス

の達成状況等について情報開示を促す仕組みを検討すべきである。

(2)若者が将来を見通せるような情報の開示

若者がより安心して働けるようにするため、採用時に自分のキャリアを見

通せるような情報を開示するよう企業に促すべきである。そのため、労働契

約締結時に、事業主から労働者に対し、職業生活を送る上で重要な情報(将
来にわたるキャリアパスなど)を説明することを促す仕組みを創設すべきで
ある。

(3)若者の創業・起業支援

創業.起業を志す者には、様々な融資制度・経営指導・税制支援などの措
置が講じられているが、これらの支援策にっいて、就職支援の現場でも二ー
ズに応じて的確に情報提供し、創業支援の相談機関にっなぐなど、就職以外
の選択肢にっいても若者に提示できるよう各機関の連携を強めるべきである。

3 新卒者等が社会の入口で迷わないようにするための支援

新卒者等にとって就職は社会に旅立っ第一歩であり、新卒者等が社会の入口
で迷わないようにするための支援と、スムーズに就職できるような取組を、民

間の就職支援機関に協力を求めっつ、推進すべきである。
また、社会に新たに旅立っ若者が、主体的に自身のキャリア形成を進めてい

けるよう、学校段階からのキャリア教育の充実を図るとともに、企業'ハロー
ワークにおいても、キャリア教育の充実に積極的に協力していくべきである。

(1)新卒応援ハローワークにおける支援体制の強化

新卒者等が安定した職業に就けるよう、全国57力所の「新卒応援ハローワ

ーク」での支援にっいて、きめ細かな職業相談・職業紹介を実施するととも
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に、学校に対しては、情報提供のみならず、出張相談・学内セミナーでの説

明など、個々の学生ヘの働きかけに向けた、連携強化を目指すべきである。

また、就職活動の失敗等を理由とした自殺の発生も指摘されており、新卒応

援ハローワーク等における心理相談の充実を進めていくべきである。

さらに、来年度からスタートする採用活動後ろ倒しに伴う支援体制の確保

を図るべきである。

(2)インターネットを活用した就職活動ヘの対応

インターネットを活用した就職活動は、企業・学生双方にとって優秀な人

材確保、幅広い就職の選択肢の確保といったメリットがある一方で、大量工

ントリー等から企業・学生双方の負担増につながるとの指摘もある。そのた

め、現在の新卒採用活動の在り方による企業・学生ヘの影響について、問題

点を把握し必要な対応を検討すべきである。

(3)キャリア教育の充実強化

若者が主体的に職業選択・キャリア形成できるよう、学校段階からのキャ

リア教育を充実させることが必要である。

例えば、インターンシップの実施の大幅な拡大を図るための取組を推進す

るとともに、高校、大学等での労働関係法令等の周知啓発を強力に推進する

ことが求められる。また、より広い視野で適切に職業選択を行うことができ

るよう、キャリア・コンサルティングの体制整備、ものづくりマイスターに

よる広く若者ヘのものづくり産業・技能の魅力発信の強化等の学校段階から

の相談支援や意識啓発の推進を行うべきである。

(4)中退者、未就職卒業者の就職支援

「学校を卒業して就職する」若者のほか、様々な事情により、卒業時に就

職先が決まらなかった若者や中退した若者も、希望に応じて安定した就職が

できるよう、就職支援を多面的に推進すべきである。

このため、中退者、未就職卒業者に対する就職支援情報の提供のために学

校・ハローワークの連携を進めるとともに、既卒3年新卒扱いの普及促進を

進めるべきである。その際、心理的なサポートも含め支援の充実を図るべき

である。

4 フリーター・ニート等や不本意非正規から安定した雇用ヘの移行支援

フリーター・ニート等の数は近年高止まりしていることに加え、不本意で非

正規雇用となっている者の割合も他の年代と比ベ若年層に多いことから効果
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的な対策が求められる。

フリーター等の若者が安定した仕事に移行できるように支援体制を充実さ

せるとともに、ニートについても就労意欲を呼び起こし、就労に結びつけるた

めの支援を更に拡充すべきである。

また、上記を含め非正規雇用から正規雇用ヘのキャリアアップなど、多くの

若者が安定した働き方を実現するための支援を積極的に講じていくべきであ

る。

(1)わかものハローワーク等での支援体制の強化

フリーター等の若者が希望に応じて正規雇用につけるよう、今年度 3 か所

から28か所に増設される「わかものハローワーク」について、速やかな設置

を進めるとともに、ジョブ・カードの活用等により、関係機関との連携のも

と、キャリア・コンサルティング機能を強化するなど、必要な体制の整備を

図るべきである。

また、いったん就職したものの様々な事情により離職する若者もいること

から、こうした若者についても、心理的なサポートを含め、地域若者サポー

トステーションなどとも連携し、個々の状況に応じた就職支援を進めること

が求められる。

(2)地域若者サボートステーション事業の抜本的強化

地域若者サポートステーションでは、ニートに対し、キャリア・コンサル

タント等の専門人材による一人一人の状況に応じたきめ細かな就労に向け

た支援を行っており、様々な困難を抱える二ートに対して支援を行う機関と

して、不可欠な役割を果たしている。しかし、安定的な財源が確保されてい

ない現状にある。

このため、地域若者サポートステーションを、就労に向けた地域ぐるみで

の二ート支援の拠点として抜本的に強化すべく、地方公共団体、教育機関等

の地域の関係機関との連携の充実、卒業者に対するきめ細かなフォローの全

国展開を図る。さらに、地域若者サポートステーションの法的位置づけを明

確にすることで、専門的な相談支援を安定的に継続すべきである。また、地

方公共団体とも連携し、職場体験の充実や地域若者サポートステーションの

周知強化を行うべきである。

(3)非正規雇用から正規雇用ヘの移行促進

いったん有期労働契約で就職した若者であっても、「有期労働契約」から、

より雇用の安定した「期間の定めのない労働契約」に展開していくことを通

じて、職業生活を通じての雇用の安定を確保することが可能となる。
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このため、積極的な転換を企業に促していくこととし、 5年を超えて有期

労働契約を反復・更新した場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約ヘ

の転換を可能とする労働契約法の「無期転換ルール」等の安定した雇用ヘの

法制度を事業主・若者の双方に周知徹底する。また、不本意非正規雇用労働

者も含めた雇用の安定化に向け労働者の無期雇用化を図る事業主に対する支

援の拡充を検討すべきである。

5 若者が結婚し子育てしやすくなる職場づくり

男女を問わず、若者が働きがいを持てるように、ライフステージに沿って、

希望に応じた多様で柔軟な働き方を選ベることが大切である。長時間労働の縮

減を図るとともに、若者が十分に持てる能力を発揮できるよう、職場環境の改

善に向けた取組を強化する。

(1)若者のワーク・ライフ・バランスの改善を図るための職場改革

2呪0年までに「週労働時間釦時間以上」の雇用者割合を 5%以下にすると

いう政労使目標の達成に向け、割増賃金、年次有給休暇等も含め、労働時間

法制の見直しの検討を進めるとともに、働き方・休み方の改善に向けた企業

の取組を支援すべきである。また、若者が就職後のワーク・ライフ・バラン

スを応募段階に見通せるよう、募集時に当該情報の開示を促進すべきである。

(2)若者が魅力を感じられる職場づくりの推進

若者の活躍状況は業種ごとに様々であり、多様な状況に応じて企業が自主

的に職場環境の改善に取り組むことが求められる。そのため、人手不足産業

等が若者を惹きつける業界となるよう、職場環境の改善に業界全体で取り組

む場合の支援を検討すべきである。

6 若者の「使い捨て」が疑われる企業等ヘの対応

若者が減り、貴重な存在となる中で、若者の「使い捨て」が疑われる企業等

には、厳しく対応する必要がある。また、若者においても、働き方に関するル

ールについて知識を深め、自らの置かれている状況について的確に対応できる

力を持つ必要がある。

このため、国は監督指導体制の充実強化を図り、引き続き、労働基準法等の

違反が疑われる企業等に対しては厳しく監督指導を実施するべきである。

また、国は「労働条件相談ダイヤル(仮称)」の充実により、若者をはじめ、

働く人々や企業等からの相談を受け付けるべきである。
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さらに、国は労働法令に関するセミナーやインターネット上のポータルサイ

トの充実等を図り、地方公共団体等とも連携し、労働関係法令等に関して学生

が理解を深められるよう努めるべきである。

一方で、労働基準法等の違反はなくても、若者の配置・育成のあり方に課題

がある事例も見られることから、国は若者の離職率が高い業種を中心に雇用管

理改善に向けた指導・援助を強化すべきである。

7 若者が能力を高め将来を担うための支援

進路の選択肢が多様化している現在、若者が自身のキャリア人生を切り開く

上での基盤を作るためには、働くことの意味・意義の理解を促しつつ、早期か

らのキャリア形成が重要である。また、世界に誇る「人材立国」の構築を目指

し、若年技能者の育成を進めるとともに、社会や産業界の二ーズに応じた多様

な訓練機会を確保すべきである。

(1)ジョブ・カードの活用

ジョブ・カードは、生涯を通じたキャリア形成のための支援ツールとして、

広く在職者や学生等も利用することが求められている。このため、ジョブ・

カードを活用して個人が主体的にキャリア形成できるよう、仕様も含めたコ

ンセプトを見直すべきである。また、企業に対するジョブ・カード活用ヘの

協力要請や助成金によるインセンティブ付与、電子化・ネット上での共有化

等を進めるべきである。

(2)若年技能者の育咸

製造業等の基幹産業で、技能継承や中核人材の確保・養成を緊急に進める

べきである。このため、地域の事業主団体等と企業が一体となって実習や座

学等を組み合わせて行う訓練を支援するとともに、若者の人材育成や熟練技

能承継等に焦点を当てた訓練に対する事業主支援の強化、若者に対する技能

検定の積極的活用について促進をすべきである。

(3)多様な訓練機会の拡充

若者の多様なキャリア形成を支援し、地域を支える人材の育成を推進する

ために訓練機会を提供するべきである。このため、地域や産業界の二ーズを

踏まえた多様な訓練機会の拡充や、個々人の特性、キャリアプラン等に応じ

た効果の高い訓練受講機会の確保等をすべきである。

6


